
 

 

社会福祉法人篠栗町社会福祉協議会会員規程 

昭和５０年１２月１６日 制  定 

平成 ７年 ３月３１日 全文改正 

平成１３年 ４月 １日 一部改正 

平成２９年１２月２２日 一部改正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人篠栗町社会福祉協議会定款第３２条の規定

により、会員について必要な事項を定めるものとする。 

（会員） 

第２条 この法人の目的を達成するため、次の会員を置く。 

(1) 普通会員 

(2) 賛助会員 

(3) 特別会員 

（会費） 

第３条 会員は次の会費を納入する。 

(1) 普通会員 年額  １口    ５００円 

(2) 賛助会員 年額  １口  １，０００円 

(3) 特別会員 年額  １口 １０，０００円 

附 則   

 この規程は、昭和５０年１２月１６日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成７年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 


